
様式第十二号（第十八条関係）

漁 船 総 合 検 査 依 頼 書

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

氏名又は名称

印

下記により漁船総合検査を受けたいので、漁船法第25条第１項の規定により依頼します。

記

１ 船 名

２ 登録番号又は建造（改造）許可番号及び許可年月日

３ 漁業種類又は用途

４ 検査事項

製作所の名称 検 査 の
事 項 の 名 称 主 要 目 検 査 場 所

及 び 所 在 地 予 定 期 日

船 体
推 進 機 関
補 機 関
空 気 圧 縮 機
魚 群 探 知 機
う ず 巻 ポ ン プ
魚 倉 の 防 熱 設 備
冷 凍 設 備
発 電 機
電 動 機
変 圧 器
配 電 盤
磁 気 コ ン パ ス
舶 用 六 分 儀
舶用アネロイド気圧計
船 内 時 計

収 入 印 紙
（ 消 印 を し て は
な ら な い ）



備考 設備の主要目欄に記入する事項は、次のとおりとする。

１ 船体にあつては、船質、総トン数並びに船舶の長さ、幅及び深さ

２ 推進機関及び補機関にあつては、種類、計画出力、回転数並びにシリンダの数、直

径及び行程

３ 空気圧縮機にあつては、原動機の種類及び出力

４ 魚群探知機にあつては、公称発信周波数

５ うず巻きポンプにあつては、口径

６ 魚倉の防熱設備にあつては、有無

７ 冷凍設備にあつては、標準冷凍トン

８ 発電機、原動機及び変圧器にあつては、定格出力

９ 配電盤にあつては、発電機の定格出力

10 磁気コンパスにあつては、型式

11 舶用六分儀にあつては、型式

12 舶用アネロイド気圧計にあつては、大きさ


	000 14
	000 15

